
号

外

一�
令

和

六

年
十
二
月
二
十
四
日

���������������
目

次

条

例

○
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

(

人

事

課)

四
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

四

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

五

○
岐
阜
県
厚
生
環
境
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
(

薬
務
水
道
課)

四
三

○
岐
阜
県
救
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(
地
域
福
祉
課)

四
三

○
岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(
国
際
交
流
課)

四
三

○
岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

都
市
政
策
課)

四
四

○
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

(

建
築
指
導
課)

四
五

○
岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)
五
〇

○
岐
阜
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例

(

出
納
管
理
課)
五
〇

○
岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

運
転
免
許
課)

五
一

◇
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
六
号)

一

知
事
、
副
知
事
、
教
育
長
、
県
議
会
議
員
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
、

年
間
の
支
給
割
合
を
〇
・
〇
五
月
分
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

二

知
事
、
副
知
事
、
教
育
長
、
県
議
会
議
員
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
の
六
月
期
と
一
二
月
期
の

期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

施
行
期
日
等

１

こ
の
条
例
中
一
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で

定
め
る
日
か
ら
、
二
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

一
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
七
号)

一

｢

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法｣

の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
失
業
者
の
退
職
手
当
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

雇
用
機
会
が
不
足
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
お
け
る
給
付
日
数
の
延
長
の
暫
定
措

置
の
適
用
期
間
を
二
年
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
一
七
項
関
係)

２

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

(

条
例
第
四
八
号)

一

岐
阜
県
人
事
委
員
会
の
令
和
六
年
一
〇
月
一
〇
日
付
け
の
給
与
に
つ
い
て
の
勧
告
に
鑑
み
、

次
の
と
お
り
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

医
師
・
歯
科
医
師
の
初
任
給
調
整
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
月
額
の
上
限
額
を
九
〇
〇
円
引

き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

( ) 令和６年12月24日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日



２

寒
冷
地
手
当
に
つ
い
て
、
地
域
及
び
世
帯
等
の
区
分
に
応
じ
、
支
給
額
を
引
き
上
げ
る
こ

と
と
し
た
。

３

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当(

任
期
付
研
究
員
及
び
任
期
付
職
員
に
あ
っ
て
は
、
期
末
手
当)

に
つ
い
て
、
年
間
の
支
給
割
合
を
〇
・
一
〇
月
分(

大
学
の
学
長
、
再
任
用
職
員
、
任
期
付

研
究
員
及
び
任
期
付
職
員
に
あ
っ
て
は
、
〇
・
〇
五
月
分)

引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

４

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当(

任
期
付
研
究
員
に
あ
っ
て
は
、
期
末
手
当)

に
つ
い
て
、
六

月
期
と
一
二
月
期
の
支
給
割
合
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

５

給
料
表
を
改
定
し
、
初
任
給
を
始
め
若
年
層
に
重
点
を
置
い
て
給
料
月
額
を
引
き
上
げ
る

こ
と
と
し
た
。

二

警
察
職
員
が
海
上
保
安
庁
の
船
舶
に
乗
り
組
ん
で
行
う
外
国
船
舶
の
警
戒
業
務
に
従
事
し
た

場
合
に
支
給
さ
れ
る
警
察
職
員
手
当
に
つ
い
て
、
日
没
時
か
ら
日
の
出
時
ま
で
の
間
に
従
事
し

た
場
合
は
、
国
家
公
務
員
に
準
じ
て
通
常
の
手
当
額
に
一
〇
〇
分
の
五
〇
を
加
算
す
る
こ
と
と

し
た
。

三

施
行
期
日
等

１

こ
の
条
例
中
一
１
か
ら
３
ま
で
及
び
５
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
、
一
４
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
二
は
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

一
１
、
２
及
び
５
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
、
一
３
に
よ
る
改

正
後
の
規
定
は
令
和
六
年
一
二
月
一
日
か
ら
、
二
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
令
和
六
年
五
月

一
六
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
厚
生
環
境
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
九
号)

一

｢

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽

培
者
免
許
申
請
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
救
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

(

条
例
第
五
〇
号)

一

｢

救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
そ
の
改
正
内
容
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
五
一
号)

一

｢

旅
券
法
施
行
令｣

の
一
部
改
正
に
鑑
み
、｢

旅
券
法｣

の
施
行
に
関
す
る
事
務
に
係
る
手

数
料
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
三
月
二
四
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
五
二
号)

一

屋
外
広
告
物(

以
下｢

広
告
物｣

と
い
う
。)

及
び
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件(

以
下｢

掲

出
物
件｣

と
い
う
。)

の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と

と
し
た
。

１

広
告
物
を
表
示
す
る
者
等
に
対
し
、
当
該
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
に
つ
い
て
補
修
、
除
却

そ
の
他
必
要
な
管
理
を
義
務
付
け
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
四
条
の
二
関
係)

２

広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
所
有
者
又
は
占
有
者
に
対
し
、
当
該
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
に

つ
い
て
一
定
の
資
格
者
に
よ
る
点
検
を
義
務
付
け
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
四
条
の
三
関
係)

３

広
告
物
の
表
示
又
は
掲
出
物
件
の
設
置
の
許
可
又
は
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
対
し
、
２
の
点
検
結
果
の
提
出
を
義
務
付
け
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
四
条
の
三
関
係)

４

広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
除
却
義
務
の
対
象
者
、
除
却
す
べ
き
場
合
及
び
除
却
期
限
を
見

直
す
こ
と
と
し
た
。(

第
一
五
条
関
係)

二

知
事
が
除
却
に
よ
り
保
管
し
た
特
に
貴
重
な
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
公
示
方
法
を
、
県
公

報
又
は
新
聞
紙
か
ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
九
条
関
係)

三

一
２
及
び
３
の
点
検
結
果
の
受
付
事
務
を
全
て
の
市
町
村(

岐
阜
市
、
高
山
市
、
多
治
見
市
、

美
濃
市
、
恵
那
市
、
各
務
原
市
及
び
下
呂
市
を
除
く
。)

に
移
譲
す
る
こ
と
と
し
た(｢

岐
阜
県

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例｣

の
一
部
改
正)

。

四

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
条
例
中
一
１
及
び
４
、
二
並
び
に
四
は
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
、
一
２
及
び
３
並
び

に
三
は
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条

例

(

条
例
第
五
三
号)

一
｢

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律｣

の
施
行
に
伴
い
、
次
の
三
条
例
に
つ
い

て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例

一�
｢

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法｣

に
基
づ
く
事
務
を
大
垣
市
、
高
山
市
、
多
治

見
市
、
各
務
原
市
及
び
可
児
市
に
移
譲
す
る
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

二�
改
正
前
の｢

宅
地
造
成
等
規
制
法｣

に
基
づ
く
事
務
に
つ
い
て
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和６年12月24日 ( )２



２

岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例

特
定
事
業
を
行
う
区
域
の
構
造
が
満
た
す
べ
き
基
準
を
、｢

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等

規
制
法｣

に
規
定
す
る
基
準
に
準
じ
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。(

第
七
条
関
係)

３

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

一�
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
宅
地

造
成
等
に
係
る
工
事
に
つ
い
て
、
次
の
手
数
料
を
新
た
に
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。(

別

表
第
一
関
係)

ア

宅
地
造
成
等
許
可
申
請
手
数
料

イ

土
石
堆
積
許
可
申
請
手
数
料

ウ

宅
地
造
成
等
変
更
許
可
申
請
手
数
料

エ

土
石
堆
積
変
更
許
可
申
請
手
数
料

オ

宅
地
造
成
等
中
間
検
査
申
請
手
数
料

カ

宅
地
造
成
等
適
合
証
明
書
交
付
手
数
料

二�
改
正
前
の｢

宅
地
造
成
等
規
制
法｣

に
基
づ
く
次
の
手
数
料
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

別
表
第
一
関
係)

ア

宅
地
造
成
許
可
申
請
手
数
料

イ

宅
地
造
成
変
更
許
可
申
請
手
数
料

ウ

宅
地
造
成
適
合
証
明
書
交
付
手
数
料

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
五
四
号)

一

｢

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令｣

の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
宅
地
建
物
取

引
業
免
許
等
申
請
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例

(

条
例
第
五
五
号)

一

岐
阜
県
証
紙
条
例
の
廃
止

１

使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
に
つ
い
て
、
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
を
廃
止
す
る
こ
と
と

し
た
。

２

証
紙
の
販
売
終
了
は
令
和
七
年
一
二
月
三
一
日
、
使
用
期
限
は
令
和
八
年
九
月
三
〇
日
、

買
戻
し
期
限
は
令
和
一
二
年
一
二
月
三
一
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
二
項
及
び
第

三
項
関
係)

二

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
改
正

１

狩
猟
税
の
徴
収
方
法
を
、
証
紙
に
よ
る
方
法
か
ら
現
金
の
納
付
に
よ
る
方
法
に
改
め
る
こ

と
と
し
た
。(

第
一
六
二
条
関
係)

２

証
紙
の
使
用
期
限
に
合
わ
せ
、
令
和
八
年
九
月
三
〇
日
ま
で
は
証
紙
に
よ
る
徴
収
方
法
も

可
能
と
す
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
六
項
関
係)

３

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
五
六
号)

一

｢

道
路
交
通
法｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
と
お
り
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

(

別
表
第
一
関
係)

１

運
転
免
許
証
と
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
一
体
化
に
よ
り
、
特
定
免
許
情
報
を
個
人
番
号
カ
ー

ド
に
記
録
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
に
伴
い
、
次
の
手
数
料
を
新
た
に
徴
収
す
る
こ
と

と
し
た
。

一�
特
定
免
許
情
報
記
録
手
数
料

二�
免
許
情
報
記
録
書
換
手
数
料

三�
運
転
経
歴
情
報
記
録
手
数
料

２

運
転
免
許
証
交
付
手
数
料
に
つ
い
て
、
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
み
を
有
す
る

者
が
申
請
す
る
場
合
に
係
る
手
数
料
を
新
た
に
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

運
転
免
許
証
更
新
手
数
料
に
つ
い
て
、
名
称
を
運
転
免
許
証
等
更
新
手
数
料
に
変
更
す
る

と
と
も
に
、
区
分
を
変
更
し
た
上
、
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

４

運
転
免
許
証
更
新
申
請
書
経
由
手
数
料
に
つ
い
て
、
名
称
を
運
転
免
許
証
等
更
新
申
請
書

経
由
手
数
料
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
区
分
を
変
更
し
た
上
、
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

｢

道
路
交
通
法
施
行
規
則｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
更
新
時
講
習
に
係
る
自
動
車
運
転
等
講

習
手
数
料
に
つ
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
講
習
を
受
講
し
た
場
合
の
手
数
料
を
新
た
に
徴
収
す
る
こ

と
と
し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

三
｢

道
路
交
通
法
施
行
令｣

の
一
部
改
正
に
鑑
み
、｢

道
路
交
通
法｣

の
施
行
に
関
す
る
事
務

に
係
る
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
一
関
係)

四

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
三
月
二
四
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
六
号

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
十
八
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
十
五｣

を｢
百
分
の
二
百
二
十｣

に
改
め
る
。

第
二
条

知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
二
十｣

を｢

百
分
の
二
百
十
七
・
五｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
一
年
岐

阜
県
条
例
第
三
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
十
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十｣

に
改
め
る
。

第
四
条

岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
二
十｣

を｢

百
分
の
二
百
十
七
・
五｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
五
条

岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
六
年
岐
阜
県
条

例
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
十
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十｣

に
改
め
る
。

第
六
条

岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
二
十｣

を｢

百
分
の
二
百
十
七
・
五｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例
の
一
部
改
正)

第
七
条

岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例(

昭
和
二
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
十
五｣

を｢

百
分
の
二
百
二
十｣

に
改
め
る
。

第
八
条

岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中｢

百
分
の
二
百
二
十｣

を｢

百
分
の
二
百
十
七
・
五｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
条
例
中
第
一
条
、
第
三
条
、
第
五
条
及
び
第
七
条
並
び
に
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
、
第
二
条
、

第
四
条
、
第
六
条
及
び
第
八
条
の
規
定
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
、
第
三
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
、
第
五
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
及
び
第
七

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例(

次
項
に
お
い
て｢

改
正
後
の
知
事
及

び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等｣

と
い
う
。)

の
規
定
は
、
令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。

(

期
末
手
当
の
内
払)

３

改
正
後
の
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
、
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
岐
阜
県
教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
、
第
五
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
及
び
第
七
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
各
種
委
員
等
給
与
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
払
わ
れ
た
期
末
手

当
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
知
事
及
び
副
知
事
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当

の
内
払
と
み
な
す
。

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
条
例
第
四
十
七
号

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例(

昭
和
二
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
条
第
十
一
項
第
四
号
中｢

職
業｣

を｢

安
定
し
た
職
業｣

に
改
め
、
同
条
第
十
四
項
中｢

次
の

各
号
に
掲
げ
る
退
職
手
当
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る｣

を｢

雇
用
保
険
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一

項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
就
業
促
進
手
当
に
つ
い
て
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
手
当
を

支
給
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
日
数
に
相
当
す
る｣

に
改
め
、
各
号
を
削
る
。

附
則
第
四
項
中｢

引
き
続
い
て
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社｣

の
下
に｢(

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
加
え
る
。

附
則
第
十
七
項
中｢

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日｣
を｢

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
十
条
第
十
一
項(

第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
は
、
退
職
職
員(

退
職
し
た
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
職
員(

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。)

を
い
う
。

以
下
同
じ
。)

で
あ
っ
て
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
安
定
し
た
職
業
に
就
い
た
も
の
に
つ
い
て

適
用
し
、
退
職
職
員
で
あ
っ
て
同
日
前
に
職
業
に
就
い
た
も
の
に
対
す
る
就
業
促
進
手
当
に
相
当
す

る
退
職
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
八
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

(

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
二
年
岐

阜
県
条
例
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中｢

三
十
六
万
九
千
五
百
円｣

を｢

三
十
七
万
四
百
円｣

に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
第
二
十
五
号
中｢

額｣

の
下
に｢(

日
没
時
か
ら
日
の
出
時
ま
で
の
間
に
従
事

し
た
日
に
あ
つ
て
は
、
当
該
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
当
該
額
に
そ
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額

を
加
算
し
た
額)｣

を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
の
表
一
級
地
の
項
中｢

二
六
、
三
八
〇
円｣

を｢

二
九
、
四
〇
〇
円｣

に
、

｢

一
四
、
五
八
〇
円｣

を｢

一
六
、
二
〇
〇
円｣

に
、｢

一
〇
、
三
四
〇
円｣

を｢

一
一
、
五
〇
〇

円｣

に
改
め
、
同
表
二
級
地
の
項
中｢

二
三
、
三
六
〇
円｣

を｢

二
六
、
〇
〇
〇
円｣

に
、｢

一
三
、

〇
六
〇
円｣

を｢

一
四
、
五
〇
〇
円｣

に
、｢

八
、
八
〇
〇
円｣

を｢

九
、
八
〇
〇
円｣

に
改
め
、

同
表
三
級
地
の
項
中｢

二
二
、
五
四
〇
円｣

を｢

二
五
、
一
〇
〇
円｣

に
、｢

一
二
、
八
六
〇
円｣

を｢

一
四
、
三
〇
〇
円｣

に
、｢

八
、
六
〇
〇
円｣

を｢

九
、
六
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
四
級
地

の
項
中｢

一
七
、
八
〇
〇
円｣

を｢

一
九
、
八
〇
〇
円｣

に
、｢

一
〇
、
二
〇
〇
円｣

を｢

一
一
、

四
〇
〇
円｣

に
、｢

七
、
三
六
〇
円｣

を｢

八
、
二
〇
〇
円｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
二
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
七
・
五｣

に
、｢

百
分

の
百
二
・
五｣

を｢

百
分
の
百
七
・
五｣

に
、｢

百
分
の
六
十
五｣

を｢

百
分
の
六
十
七
・
五｣

に

改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

百
分
の
百
二
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
七
・
五｣

に
、｢

百
分
の

六
十
八
・
七
五｣

を｢

百
分
の
七
十
一
・
二
五｣

に
、｢

百
分
の
百
二
・
五｣

を｢

百
分
の
百
七
・

五｣

に
、｢

百
分
の
五
十
八
・
七
五｣

を｢

百
分
の
六
十
一
・
二
五｣

に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ
中｢

百
分
の
百
二
・
五｣

を｢

百
分
の
百
七
・
五｣

に
、｢

百
分

の
百
二
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
七
・
五｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

百
分
の
百
五｣

を｢

百

分
の
百
七
・
五｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

百
分
の
四
十
八
・
七
五｣

を｢

百
分
の
五
十
一
・
二

五｣

に
、｢

百
分
の
五
十
八
・
七
五｣

を｢

百
分
の
六
十
一
・
二
五｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和６年12月24日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５
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第
二
条

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
二
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
五｣

に
、｢

百
分
の
百

七
・
五｣
を｢
百
分
の
百
五｣

に
、｢

百
分
の
六
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
六
十
六
・
二
五｣

に
改

め
、
同
条
第
三
項
中｢

百
分
の
百
二
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
五｣

に
、｢

百
分
の
七
十
一
・

二
五｣

を｢

百
分
の
七
十｣

に
、｢

百
分
の
百
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
五｣

に
、｢

百
分
の
六
十
一
・

二
五｣

を｢

百
分
の
六
十｣
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ
中｢

百
分
の
百
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
五｣

に
、｢

百
分
の
百

二
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
五｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

百
分
の
百
七
・
五｣

を｢

百
分
の

百
六
・
二
五｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

百
分
の
五
十
一
・
二
五｣

を

｢

百
分
の
五
十｣

に
、

｢

百
分
の
六
十
一
・
二
五｣

を｢

百
分
の
六
十｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第

四
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
三
項
中｢

百
分
の
百
二
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
七
・
五｣

に
、｢

百
分
の
百

七
十｣

を｢

百
分
の
百
七
十
五｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中｢410,000｣

を｢422,000｣

に
、｢470,000｣

を｢484,000｣

に
、｢532,000｣

を｢548,000｣

に
、｢615,000｣

を｢633,000｣

に
、｢715,000｣

を｢736,000｣

に
、｢816,000｣

を｢840,000｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
中｢342,000｣

を｢352,000｣

に
、｢378,000｣

を｢389,000｣
に
、｢406,000｣

を｢418,000｣

に
改
め
る
。

第
四
条

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
第
三
項
中｢

百
分
の
百
二
十
七
・
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
五｣

に
、｢

百
分
の
百
七
十

五｣

を｢

百
分
の
百
七
十
二
・
五｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
五
条

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
三

十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

百
分
の
百
二
十
二
・
五｣

を｢

百
分
の
百
二
十
七
・
五｣

に
、｢

百
分
の
百

七
十｣

を｢

百
分
の
百
七
十
五｣

に
改
め
る
。

別
表
中｢387,000｣

を｢399,000｣

に
、｢435,000｣

を｢448,000｣

に
、｢486,000｣

を｢5

01,000｣

に
、｢550,000｣

を｢566,000｣

に
、｢627,000｣

を｢646,000｣

に
、｢732,000｣

を

｢754,000｣

に
、｢856,000｣

を｢881,000｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例(

以
下｢

勤

務
条
件
条
例｣

と
い
う
。)

第
二
十
条
第
一
項
第
二
十
五
号
の
改
正
規
定

公
布
の
日

二

第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定

令
和
七
年
四
月
一
日

２

第
一
条
の
規
定(

勤
務
条
件
条
例
第
二
十
条
第
一
項
第
二
十
五
号
、
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第

三
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。)

に
よ
る
改
正
後
の
勤
務
条
件
条
例
の
規

定
、
第
三
条
の
規
定(

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

以
下｢

任
期

付
研
究
員
条
例｣

と
い
う
。)

第
七
条
第
三
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。)

に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
研

究
員
条
例
の
規
定
及
び
第
五
条
の
規
定(

岐
阜
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例

(

以
下｢

任
期
付
職
員
条
例｣

と
い
う
。)

第
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。)

に
よ
る
改
正
後

の
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
は
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
第
一
条
の
規
定(

勤
務
条
件
条

例
第
二
十
条
第
一
項
第
二
十
五
号
の
改
正
規
定
に
限
る
。)

に
よ
る
改
正
後
の
同
項(

第
二
十
五
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。)

の
規
定
は
令
和
六
年
五
月
十
六
日
か
ら
適
用
し
、
第
一
条
の
規
定(

勤
務

条
件
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。)

に
よ
る
改
正
後
の
こ
れ
ら
の
規
定
、
第
三
条
の
規
定(

任
期
付
研
究
員
条
例
第
七
条
第
三
項
の
改
正

規
定
に
限
る
。)

に
よ
る
改
正
後
の
同
項
の
規
定
及
び
第
五
条
の
規
定(

任
期
付
職
員
条
例
第
五
条

第
二
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。)

に
よ
る
改
正
後
の
同
項
の
規
定
は
令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。

(

給
与
の
内
払)

３

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
勤
務
条
件
条
例
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
研

究
員
条
例
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
勤
務
条
件
条
例
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
任

期
付
研
究
員
条
例
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支

給
さ
れ
た
給
与
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
勤
務
条
件
条
例
、
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
の

規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。
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(
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任)

４

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
。

岐
阜
県
厚
生
環
境
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
九
号

岐
阜
県
厚
生
環
境
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
厚
生
環
境
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
九
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
六
の
表
一
の
項
中｢

六
、
七
〇
〇｣

を｢

二
二
、
〇
〇
〇｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

２

大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(
令
和
五
年
法
律
第
八

十
四
号)

附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に

お
い
て
も
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
る
免
許
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
改
正
後

の
別
表
第
一
六
の
表
一
の
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
申
請
手
数
料
を

徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
救
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
五
十
号

岐
阜
県
救
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

岐
阜
県
救
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例(

平
成
二
十
四
年
岐
阜
県
条

例
第
九
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

救
護
施
設
は
、
入
所
者
の
自
立
支
援
を
行
う
た
め
、
入
所
者
の
意
向
を
踏
ま
え
、
各
入
所
者
ご
と

に
個
別
支
援
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中｢

更
生
計
画｣

を｢

個
別
支
援
計
画｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
二
項｣

の
下
に｢

及
び
第
六
項｣

を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中｢

更
生
計
画｣

を｢

個
別
支
援
計
画｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
五
十
一
号

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
七
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
四
の
表
一
の
項
中｢

二
、
〇
〇
〇
円
。
た
だ
し
、｣

を｢

二
、
三
〇
〇
円(｣

に
、｢

四
、

〇
〇
〇
円｣

を｢

四
、
三
〇
〇
円)

。
た
だ
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織(

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た

行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電

子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。)

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
発
給
の
申
請

を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
、
九
〇
〇
円(

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
三
、
九
〇
〇
円)｣

に
改
め
、
同
表
二
の
項
及
び
三
の
項
中｢

二
、
〇
〇
〇
円
。
た
だ
し
、｣

を｢

二
、
三
〇
〇
円(｣
に
、｢

四
、
〇
〇
〇
円｣

を｢

四
、
三
〇
〇
円)

。
た
だ
し
、
電
子
情
報
処
理
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組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
発
給
の
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
、
九
〇
〇
円(

同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
、
九
〇
〇
円)｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
別
表
第
一
四
の
表
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
る
一
般
旅
券
に
関

す
る
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
一
般
旅
券
に
関
す
る
申
請
に
係
る

手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
五
十
二
号

岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

物
件｣

の
下
に｢(

以
下｢

掲
出
物
件｣

と
い
う
。)｣
を
加
え
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中

｢

広
告
物
等｣

を

｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件(

以
下｢

広
告
物
等｣

と
い
う
。)｣

を｢

掲
出
物
件｣
に
、｢

景
観
又

は｣

を｢

景
観
若
し
く
は｣

に
、｢

及
び｣

を｢

又
は｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
中｢

広
告
物
等｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を｢(

禁
止
広
告
物
等)｣

に
改
め
、
同
条
中｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣
を

｢

掲
出
物
件｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中｢

変
色
し｣

を｢

た
い
色
し｣

に
改
め
る
。

第
五
条
中｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を｢

掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を

｢

掲
出
物
件｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

｢

街
燈
柱｣

を｢

街
灯
柱｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中｢

消
火
せ
ん｣

を｢

消
火
栓｣

に
改
め
、
同

条
第
二
項
中｢

街
燈
柱｣

を｢

街
灯
柱｣

に
改
め
る
。

第
七
条
中｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を｢

掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中｢

広
告
物
等｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

広

告
物
等
に｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件
に｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

広
告
物
等｣

を｢

た
め

表
示
し
、
又
は
設
置
す
る
も
の｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

広
告
物
等｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出

物
件｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

広
告
物
等
に｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件
に｣

に
改
め
、
同

項
第
一
号
中｢

広
告
物
等｣

を｢

た
め
表
示
し
、
若
し
く
は
設
置
す
る
も
の｣

に
改
め
、
同
条
第
六

項
中｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を｢

掲
出
物
件｣

に
、｢

当
該
物
件｣

を｢

当
該
掲
出
物
件｣

に
改
め
、
同
条
第
七
項
中｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を｢

掲
出
物
件｣

に
改
め
、
同
条
第
八
項

中｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を｢

掲
出
物
件｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中｢

広
告
物
等｣

を

｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
、
同
条
第
九
項
中｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を｢

掲
出
物

件｣

に
改
め
る
。

第
九
条
中｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を｢

掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
中｢

変
更｣

を｢

変
更
等｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

広
告
物
等
を｣

を

｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件
を
変
更
し
、
若
し
く
は｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
中｢

広
告
物
等｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
号
中｢

詐
偽｣

を｢

虚
偽
の
申
請｣

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

管
理
義
務)

第
十
四
条
の
二

広
告
物
を
表
示
し
、
若
し
く
は
掲
出
物
件
を
設
置
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
を
管

理
す
る
者
又
は
広
告
物
若
し
く
は
掲
出
物
件
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
は
、
当
該
広
告
物
又
は

掲
出
物
件
に
関
し
補
修
、
除
却
そ
の
他
必
要
な
管
理
を
怠
ら
な
い
よ
う
に
し
、
良
好
な
状
態
に
保

持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
の
見
出
し
を｢(

除
却
義
務)｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

第
七
条
又
は
第
八
条
第
四

項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た｣

を｢

広
告
物
を
表
示
し
、
又
は
掲
出
物
件
を

設
置
す
る｣

に
、｢

許
可
期
間
が
満
了
し
、
又
は
許
可
を｣

を｢

こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
許
可
の

期
間
が
満
了
し
た
と
き
、
若
し
く
は
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
が｣

に
、｢

は
、
七
日
以
内
に

広
告
物
等｣

を｢

、
又
は
広
告
物
の
表
示
若
し
く
は
掲
出
物
件
の
設
置
が
必
要
で
な
く
な
つ
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中｢

広
告
物
等｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
、｢

広
告
物
を
掲
出
す
る

物
件｣

を

｢

掲
出
物
件｣

に
、｢

又
は
公
衆｣

を

｢

若
し
く
は
公
衆｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を｢

掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
及
び
第
十
八
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

広
告
物
等｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
見
出
し
中｢

広
告
物
等｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

広
告
物
等｣

を｢
広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
、｢

県
公
報
又
は
新
聞
紙｣

を｢

県
が
開
設
す
る
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ｣

に
改
め
る
。

第
二
十
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

及
び
第
二
十
一
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

広
告
物
等｣

を

｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
号
中

｢

広
告
物
等｣

を

｢

広
告
物｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中

｢

広
告
物
等｣
を｢
広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中｢

広
告
物
等｣

を｢

当
該
許
可
に
係
る
広
告
物
又
は

掲
出
物
件｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を｢

掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を｢

掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中｢

広
告
物
等｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
、
同

条
第
五
項
中｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を｢

掲
出
物
件｣

に
、｢

広
告
物
等｣

を｢

こ
れ
ら｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
号
中｢

広
告
物
等｣

を｢
広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
の
設
置(

以
下｢

広
告
物
等
の
表
示
又
は
設
置｣

と
い
う
。)｣

を｢

掲

出
物
件
の
設
置｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中｢

広
告
物
等
の
表
示
又
は｣

を｢

広
告
物
の
表
示
又
は

掲
出
物
件
の｣

に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中｢

広
告
物
等
の
表
示
又
は｣
を｢

広
告
物
の
表
示
又
は
掲
出

物
件
の｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

広
告
物
等｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
、
同
条

第
五
項
中｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を｢

掲
出
物
件｣

に
、｢

広
告
物
等
を｣

を｢

こ
れ
ら
を｣

に
、｢

広
告
物
等
の
表
示
又
は｣

を｢

広
告
物
の
表
示
又
は
掲
出
物
件
の｣
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を｢

掲
出
物
件｣

に
、｢

広
告
物
等｣

を｢

こ
れ

ら｣

に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を｢

掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
中｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を｢

掲
出
物
件｣

に
改
め
、
同
項

第
二
号
中｢

広
告
物
等
の
表
示
又
は｣

を｢

広
告
物
の
表
示
又
は
掲
出
物
件
の｣

に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
中｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を｢

掲
出
物
件｣

に
、｢

広
告
物
等｣

を

｢

広
告
物
若
し
く
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
第
二
号
中｢

第
十
五
条
第
一
項｣

を｢

第
十
五
条｣

に
、｢

よ
る
除
却
を
し
な
い｣

を｢

違
反
し
て
除
却
を
し
な
か
つ
た｣

に
改
め
る
。

第
二
条

岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
の
二
中｢

占
有
者｣

の
下
に｢(

次
条
第
一
項
に
お
い
て｢

広
告
物
の
所
有
者
等｣

と

い
う
。)｣

を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

点
検
義
務)

第
十
四
条
の
三

広
告
物
の
所
有
者
等
は
、
そ
の
所
有
し
、
又
は
占
有
す
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件

に
つ
い
て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
イ
の
規
定
に
よ
る
国
土

交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
法
人(

以
下｢

登
録
試
験
機
関｣

と
い
う
。)

が
広
告
物
の
表
示
及

び
掲
出
物
件
の
設
置
に
関
し
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
行
う
試
験
に
合
格
し
た
者
そ
の
他
こ
れ
と
同

等
以
上
の
知
識
を
有
す
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
に
、
当
該
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
本

体
、
接
合
部
、
支
持
部
分
等
の
劣
化
及
び
損
傷
の
状
況
の
点
検
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
規
則
で
定
め
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

第
七
条
若
し
く
は
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

当
該
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
点
検
の
結
果
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中｢

法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
イ
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の

登
録
を
受
け
た
法
人｣

を｢

登
録
試
験
機
関｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
附
則
第
三
項
の
規

定
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

２

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
十
三
の
項
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
中｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を｢

掲

出
物
件｣

に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中｢

広
告
物
等
の｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
変
更
若
し

く
は｣

に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中｢

違
反
広
告
物｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
、
同

項
第
十
六
号
中｢

広
告
物
等｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

３

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
十
三
の
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

14

条
例
第
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
の
結
果
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

別
表
第
一
十
三
の
項
中｢

第
十
八
号｣

を｢

第
十
九
号｣

に
改
め
る
。

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
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こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
五
十
三
号

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条

例

(

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
三
十
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
七
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中｢

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号)

附

則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅

地
造
成
等
規
制
法｣

を｢

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法｣

に
、｢

第
九
条
第
一
項｣

を｢

第

十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
三
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
九
の
表
中｢
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和６年12月24日 ( )46

三
十

宅
地
造
成

及
び
特
定
盛
土

等
規
制
法(

昭

和
三
十
六
年
法

律
第
百
九
十
一

号
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て

｢

法｣

と
い
う
。)

に
基
づ
く
事
務

(

法
第
十
五
条

第
二
項
の
規
定

に
よ
り
法
第
十

二
条
第
一
項
の

許
可
を
受
け
た

も
の
と
み
な
さ

れ
た
工
事
又
は

法
第
三
十
四
条

第
二
項
の
規
定

に
よ
り
法
第
三

十
条
第
一
項
の

許
可
を
受
け
た

も
の
と
み
な
さ

れ
た
工
事
に
係

１

法
第
十
八
条
第
一
項
の
検
査
を
す
る
こ
と
。

２

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
中
間
検
査

合
格
証
を
交
付
す
る
こ
と
。

３

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
受

け
る
こ
と
。

４

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
工
事
の
施

行
の
停
止
又
は
災
害
防
止
措
置
を
と
る
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
。

５

法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
の
使

用
を
禁
止
し
、
若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
災
害
防

止
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

６

法
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
の
停

止
を
命
ず
る
こ
と
。

７

法
第
二
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
災
害

防
止
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
じ
、
及
び
公
告

を
す
る
こ
と
。

８

法
第
二
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
前
号
の
災

害
防
止
措
置
に
要
し
た
費
用
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
。

９

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検

査
を
す
る
こ
と
。

10

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
の
徴
取

(

前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を
す
る
こ
と
。

大
垣
市
、
高
山

市
、
多
治
見
市
、

各
務
原
市
及
び

可
児
市

る
も
の
に
限
る
。
11

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
検
査
を
す
る
こ
と
。

12

法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
中
間
検

査
合
格
証
を
交
付
す
る
こ
と
。

13

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を

受
け
る
こ
と
。

14

法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
工
事
の

施
行
の
停
止
又
は
災
害
防
止
措
置
を
と
る
こ
と
を

命
ず
る
こ
と
。

15

法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
の

使
用
を
禁
止
し
、
若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
災
害

防
止
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

16

法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
の

停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

17

法
第
三
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
災

害
防
止
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
じ
、
及
び
公

告
を
す
る
こ
と
。

18

法
第
三
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
前
号
の

災
害
防
止
措
置
に
要
し
た
費
用
を
負
担
さ
せ
る
こ

と
。

19

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検

査
を
す
る
こ
と
。

20

法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
の
徴
取

(

第
十
一
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
係

る
も
の
に
限
る
。)

を
す
る
こ
と
。

�



定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法｣

を

｢
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法｣

に
改
め
、
同
表
一
の
項
中｢

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律(

令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号)

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法｣

を｢

宅
地
造
成
及
び
特

定
盛
土
等
規
制
法｣

に
、｢

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
造
成｣

を｢

第
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
宅
地
造
成
等(
土
石
の
堆
積(

法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
土
石
の
堆
積
を
い
う
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。)
を
除
く
。)

に
関
す
る
工
事
の
許
可
又
は
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す

る
特
定
盛
土
等｣

に
、｢

宅
地
造
成
許
可
申
請
手
数
料｣

を｢

宅
地
造
成
等
許
可
申
請
手
数
料｣

に

改
め
、
同
項
第
一
号
中｢

切
土
又
は
盛
土｣

を｢

盛
土
又
は
切
土｣

に
、｢

表｣

を｢

項｣

に
、｢

一

二
、
〇
〇
〇｣

を｢

一
六
、
〇
〇
〇｣
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

二
一
、
〇
〇
〇｣

を｢

二
八
、

〇
〇
〇｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢
三
一
、
〇
〇
〇｣

を｢

三
九
、
〇
〇
〇｣

に
改
め
、
同
項
第

四
号
中｢

五
千
平
方
メ
ー
ト
ル｣

を｢

三
千
平
方
メ
ー
ト
ル｣

に
、｢

四
七
、
〇
〇
〇｣

を｢

五
七
、

〇
〇
〇｣

に
改
め
、
同
項
第
十
号
中｢

四
二
〇
、
〇
〇
〇｣

を｢

六
三
〇
、
〇
〇
〇｣

に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中｢

三
四
〇
、
〇
〇
〇｣

を｢

四
九
〇
、
〇
〇
〇｣

に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中｢

二
五
〇
、
〇
〇
〇｣

を｢

三
五
〇
、
〇
〇
〇｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中｢

一
七
〇
、
〇
〇
〇｣

を｢

二
二
〇
、
〇
〇

〇｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中｢

一
一
〇
、
〇
〇
〇｣

を｢

一
四
〇
、

〇
〇
〇｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中｢

六
七
、
〇
〇
〇｣

を｢

九
〇
、

〇
〇
〇｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
九
の
表
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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二

法
第
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る

宅
地
造
成
等(

土

石
の
堆
積
に
限
る
。)

に
関
す
る
工
事
の

許
可
又
は
法
第
三

十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
土
石
の
堆

積
に
関
す
る
工
事

の
許
可
の
申
請
に

５

面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

土
石
堆
積
許

可
申
請
手
数

料

２

面
積
が
五
百
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
千
平
方
メ
ー
ト

１

土
石
の
堆
積
を

行
う
土
地
の
面
積

(

以
下
こ
の
項
に

お
い
て
単
に｢

面

積｣

と
い
う
。)

が
五
百
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

一
件
に
つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
四
、
〇
〇
〇

一
一
、
〇
〇
〇

六
六
、
〇
〇
〇

対
す
る
審
査

11

面
積
が
十
万
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

10

面
積
が
七
万
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
十
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

９

面
積
が
四
万
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
七
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

８

面
積
が
二
万
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
四
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

７

面
積
が
一
万
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
二
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

６

面
積
が
五
千
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

５

面
積
が
三
千
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

４

面
積
が
二
千
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
三
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

３

面
積
が
千
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え

二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
下
の
も
の

ル
以
下
の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
三
〇
、
〇
〇
〇

一
一
〇
、
〇
〇
〇

七
二
、
〇
〇
〇

五
三
、
〇
〇
〇

三
八
、
〇
〇
〇

三
二
、
〇
〇
〇

二
八
、
〇
〇
〇

二
〇
、
〇
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇



別
表
第
一
九
の
表
三
の
項
中｢

法
第
八
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条
第
一
項｣

を｢

宅
地
造
成
及
び

特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
建
設
省
令
第
三
号)

第
八
十
八
条
に
規
定
す
る
法

第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項｣

に
、｢

宅

地
造
成
適
合
証
明
書
交
付
手
数
料｣

を｢

宅
地
造
成
等
適
合
証
明
書
交
付
手
数
料｣

に
改
め
、
同
項

を
同
表
六
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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三

法
第
十
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る

宅
地
造
成
等(

土

石
の
堆
積
を
除
く
。)

に
関
す
る
工
事
の

計
画
の
変
更
の
許

可
又
は
法
第
三
十

五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
定
盛
土

等
に
関
す
る
工
事

の
計
画
の
変
更
の

許
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

宅
地
造
成
等

変
更
許
可
申

請
手
数
料

え
る
も
の

一
件
に

つ
き

次
に
掲
げ
る
額

を
合
計
し
た
額
。

た
だ
し
、
当
該
額

が
六
三
〇
、
〇
〇

〇
円
を
超
え
る
と

き
は
、
六
三
〇
、

〇
〇
〇
円

一�
盛
土
又
は
切

土
に
関
す
る
計

画
の
変
更(

二�のみに該当する場合を除く。)盛土又は切土をする土地の面積(以下この項において単に｢面積｣という。)(二�に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の面積とし、面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の面積とする。)に従い、一の項区分の欄に掲げる区分に応じそれぞれ額の
四

法
第
十
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る

宅
地
造
成
等(

土

石
の
堆
積
に
限
る
。)

に
関
す
る
工
事
の

計
画
の
変
更
の
許

可
又
は
法
第
三
十

五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
土
石
の
堆

積
に
関
す
る
工
事

の
計
画
の
変
更
の

許
可
の
申
請
に
対

す
る
審
査

土
石
堆
積
変

更
許
可
申
請

手
数
料

一
件
に

つ
き

次
に
掲
げ
る
額

を
合
計
し
た
額
。

た
だ
し
、
当
該
額

が
一
三
〇
、
〇
〇

〇
円
を
超
え
る
と

き
は
、
一
三
〇
、

〇
〇
〇
円

一�
土
石
の
堆
積

に
関
す
る
計
画

の
変
更(

二�
の

み
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。)

土
石
の
堆
積

を
行
う
土
地
の

面
積(

以
下
こ

の
項
に
お
い
て

単
に｢

面
積｣

と
い
う
。)(

二�に規定する変 欄
に
掲
げ
る
額

に
十
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
額

二�
新
た
な
土
地

の
盛
土
又
は
切

土
を
す
る
土
地

へ
の
追
加
に
係

る
計
画
の
変
更

新
た
に
追
加

さ
れ
る
面
積
に

従
い
、
一
の
項

区
分
の
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応

じ
そ
れ
ぞ
れ
額

の
欄
に
掲
げ
る

額
三�
一�
又
は
二�
に

掲
げ
る
変
更
以

外
の
変
更

一

〇
、
〇
〇
〇
円
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五

法
第
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る

宅
地
造
成
若
し
く

は
特
定
盛
土
等
に

関
す
る
工
事(

法

第
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
法

第
十
二
条
第
一
項

宅
地
造
成
等

中
間
検
査
申

請
手
数
料

１

盛
土
又
は
切
土

を
す
る
土
地
の
面

積(

以
下
こ
の
項

に
お
い
て
単
に｢

面

積｣

と
い
う
。)

が
五
百
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

一
件
に

つ
き

二
、
九
〇
〇

更
を
伴
う
場
合

に
あ
っ
て
は
変

更
前
の
面
積
と

し
、
面
積
の
縮

小
を
伴
う
場
合

に
あ
っ
て
は
縮

小
後
の
面
積
と

す
る
。)

に
従

い
、
二
の
項
区

分
の
欄
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
額
の

欄
に
掲
げ
る
額

に
十
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
額

二�
新
た
な
土
地

の
土
石
の
堆
積

を
行
う
土
地
へ

の
追
加
に
係
る

計
画
の
変
更

新
た
に
追
加
さ

れ
る
面
積
に
従

い
、
二
の
項
区

分
の
欄
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
額
の

欄
に
掲
げ
る
額

三�
一�
又
は
二�
に

掲
げ
る
変
更
以

外
の
変
更

一

〇
、
〇
〇
〇
円

の
許
可
が
あ
っ
た

も
の
と
み
な
さ
れ

た
も
の
を
除
く
。)

の
検
査
又
は
法
第

三
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
特
定

盛
土
等
に
関
す
る

工
事(

法
第
三
十

四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
法
第
三

十
条
第
一
項
の
許

可
が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
た
も

の
を
除
く
。)

の

検
査
の
申
請
に
対

す
る
審
査

10

面
積
が
七
万
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
十
万
平
方
メ
ー

９

面
積
が
四
万
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
七
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

８

面
積
が
二
万
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
四
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

７

面
積
が
一
万
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
二
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

６

面
積
が
五
千
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

５

面
積
が
三
千
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

４

面
積
が
二
千
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
三
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

３

面
積
が
千
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え

二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
下
の
も
の

２

面
積
が
五
百
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
下
の
も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

四
〇
、
〇
〇
〇

二
三
、
〇
〇
〇

一
一
、
〇
〇
〇

五
、
七
〇
〇

五
、
七
〇
〇

五
、
七
〇
〇

四
、
〇
〇
〇

三
、
四
〇
〇

二
、
九
〇
〇



附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

２

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号
。
以
下｢

改
正
法｣

と
い
う
。)

附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
宅
地
造
成

に
関
す
る
工
事
の
規
制
に
係
る
工
事
に
係
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
事
務
処
理
の

特
例
に
関
す
る
条
例
別
表
第
一
三
十
の
項
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
第
十
八
号
か
ら
第
二
十

二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
事
務
処
理

の
特
例
に
関
す
る
条
例
別
表
第
一
三
十
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

３

改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
法
に
よ

る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法(

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号)

第
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
宅
地
造
成
に
関
す
る
工
事
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
及
び
同
法
第
八
条
第
一
項

又
は
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
証
明
書
の
交
付
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
別
表
第
一
九
の
表
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
五
十
四
号

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
三
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

｢

別
表
第
一
五
の
表
一
の
項
中

を

に

｣

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
五
十
五
号

岐
阜
県
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例

(

岐
阜
県
証
紙
条
例
の
廃
止)

第
一
条

岐
阜
県
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
六
号)

は
、
廃
止
す
る
。

(
岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

岐
阜
県
税
条
例(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
を

第
十
一
号
と
す
る
。
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11

面
積
が
十
万
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
も
の

ト
ル
以
下
の
も
の

一
件
に

つ
き

五
七
、
〇
〇
〇

三
三
、
〇
〇
〇

三
三
、
〇
〇
〇
円
。
た
だ

し
、
申
請
を
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推

進
等
に
関
す
る
法
律(

平

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十

一
号)

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

す
る
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、

二
六
、
五
〇
〇
円



第
百
六
十
一
条
中｢

受
け
た｣

を｢

受
け
る｣

に
改
め
る
。

第
百
六
十
二
条
中｢

岐
阜
県
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
六
号)

の
例
に
よ
る｣

を｢
狩
猟
税
額
に
相
当
す
る
現
金
の
納
付
を
受
け
た
後
規
則
で
定
め
る
書
類
に
納
税
済
印
を
押
印
す

る
方
法
に
よ
る｣

に
改
め
る
。

第
百
六
十
四
条
の
見
出
し
中｢

証
紙
徴
収｣

を｢

徴
収｣

に
改
め
、
同
条
中｢

に
県
が
発
行
す
る

証
紙
を
は
り
、
狩
猟
者
登
録
申
請
書
を
提
出
す
る
際
に
、
知
事
に
提
出
し｣

を｢

を
知
事
に
提
出
し
、

及
び
狩
猟
税
額
に
相
当
す
る
現
金
を
納
付
し｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

岐
阜
県
証
紙
条
例
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置)

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣
と
い
う
。)

か
ら
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
県
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
岐
阜
県
証
紙
条
例(

以
下｢

旧

証
紙
条
例｣

と
い
う
。)

第
五
条
第
一
項
の
知
事
の
指
定
を
受
け
た
者(

以
下｢

指
定
売
り
さ
ば
き

人｣

と
い
う
。)

又
は
同
条
第
二
項
の
知
事
の
承
認
を
受
け
た
者
か
ら
売
り
さ
ば
き
を
受
け
た
証
紙

(

消
印
さ
れ
た
も
の
又
は
著
し
く
汚
染
し
、
若
し
く
は
毀
損
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下｢

売
り
さ
ば

き
済
証
紙｣

と
い
う
。)

に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り
使
用
料
又
は
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３

売
り
さ
ば
き
済
証
紙
を
保
有
す
る
者
は
、
施
行
日
か
ら
令
和
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

は
、
こ
れ
を
知
事
に
返
還
し
て
当
該
売
り
さ
ば
き
済
証
紙
の
額
面
金
額
に
相
当
す
る
現
金
の
還
付
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

売
り
さ
ば
き
済
証
紙
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
、
他
の
証
紙
と
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
指
定
売
り
さ
ば
き
人
で
あ
っ
た
者
は
、
そ
の
保
有
す
る
証
紙(
旧
証
紙

条
例
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
売
り
さ
ば
き
を
さ
せ
て
い
た
も
の
を
含
み
、
消
印
さ
れ
た
も
の

又
は
著
し
く
汚
染
し
、
若
し
く
は
毀
損
し
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

を
施

行
日
以
後
遅
滞
な
く
、
知
事
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
令

和
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
証
紙
を
返
還
し
た
者
に
対
し
、
当
該
証
紙
の
額
面
金
額
か
ら
当

該
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
手
数
料
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
金
額
に
相
当
す

る
現
金
を
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。

(

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

６

狩
猟
税
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
者(

普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
徴
収
さ
れ
る
狩
猟
税
を
納
付
し
よ

う
と
す
る
者
を
除
く
。)

は
、
施
行
日
か
ら
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
り
そ
の
税
額
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
五
十
六
号

岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
七
の
表
十
二
の
項
第
一
号
イ
中｢

一
、
五
五
○｣

を｢

一
、
六
五
○｣

に
改
め
、
同
号
ロ

中｢

一
、
九
〇
〇
円｣

を｢

一
、
九
五
〇
円｣

に
、｢

免
許
証｣

を｢

免
許
証
等｣

に
、｢

八
〇
〇
円｣

を｢

七
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
号
ハ
中｢

四
、
一
〇
〇
円｣

を｢

三
、
九
〇
〇
円｣

に
改
め
、｢

行
う

試
験｣

の
下
に｢(

以
下
こ
の
表
に
お
い
て｢

技
能
試
験｣

と
い
う
。)｣

を
、｢

規
定
す
る
確
認｣

の
下

に｢(

以
下
こ
の
表
に
お
い
て｢

技
能
試
験
等｣

と
い
う
。)｣

を
加
え
、｢

試
験
又
は
確
認｣

を｢

技
能

試
験
等｣

に
、｢

六
、
六
〇
〇
円｣

を｢

六
、
九
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中｢

一
、
七
五

〇｣

を｢

一
、
九
〇
〇｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

一
、
九
〇
〇
円｣

を｢

一
、
九
五
〇
円｣

に
、｢

免

許
証｣

を｢

免
許
証
等｣

に
、｢

八
〇
〇
円｣

を｢

七
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
号
ハ
中｢

二
、
五
五
〇

円｣

を｢

二
、
五
〇
〇
円｣

に
、｢

法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
試

験
又
は
法
第
九
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
を
そ
の
試
験
又
は
確
認｣

を｢

技
能
試
験
等
を

そ
の
技
能
試
験
等｣

に
、｢

三
、
三
五
〇
円｣

を

｢

三
、
三
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中

｢

一
、
七
五
〇｣

を｢

一
、
八
五
〇｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

一
、
九
〇
〇
円｣

を｢

一
、
九
五
〇
円｣

に
、｢

免
許
証｣

を｢

免
許
証
等｣

に
、｢

八
〇
〇
円｣

を｢

七
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
号
ハ
中｢

二
、

六
〇
〇
円｣

を｢

二
、
八
〇
〇
円｣

に
、｢

法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

行
う
試
験
又
は
法
第
九
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
を
そ
の
試
験
又
は
確
認｣

を｢

技
能
試

験
等
を
そ
の
技
能
試
験
等｣

に
、｢

四
、
〇
五
〇
円｣

を｢

四
、
五
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号

イ
中｢

一
、
九
〇
〇
円｣

を｢

一
、
九
五
〇
円｣

に
、｢

免
許
証｣

を｢

免
許
証
等｣

に
、｢

八
〇
〇
円｣

を｢

七
五
〇
円｣
に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

一
、
五
〇
〇｣

を｢

一
、
六
〇
〇｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号

イ
中｢

一
、
七
〇
〇｣
を｢
一
、
八
〇
〇｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

一
、
九
〇
〇
円｣

を｢

一
、
九
五
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〇
円｣

に
、｢

免
許
証｣

を｢

免
許
証
等｣

に
、｢

八
〇
〇
円｣

を｢

七
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
号
ハ
中

｢
四
、
八
〇
〇
円｣

を｢

四
、
五
〇
〇
円｣

に
、｢

法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
行
う
試
験
を
そ
の
試
験｣

を

｢

技
能
試
験
を
そ
の
技
能
試
験｣

に
、｢

七
、
六
五
〇
円｣

を

｢

七
、
四
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
イ
中｢

一
、
七
〇
〇｣

を｢

一
、
八
〇
〇｣

に
改
め
、
同

号
ロ
中｢

一
、
五
五
〇｣

を｢

一
、
六
五
〇｣

に
改
め
、
同
号
ハ
中｢

二
、
九
〇
〇
円｣

を｢

二
、
九

五
〇
円｣

に
、｢

法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
試
験
を
そ
の
試
験｣

を｢

技
能
試
験
を
そ
の
技
能
試
験｣

に
、｢

四
、
三
五
〇
円｣

を｢

四
、
七
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表

十
三
の
項
第
一
号
中｢

三
、
九
〇
〇
円｣

を｢

三
、
九
五
〇
円｣

に
、｢

六
、
四
〇
〇
円｣

を｢

六
、

九
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

三
、
七
五
〇
円｣

を｢

三
、
八
五
〇
円｣

に
、｢

四
、
五
五

〇
円｣

を｢

四
、
六
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
十
四
の
項
中｢

一
、
四
〇
〇
円｣

を｢

一
、
三
五
〇
円｣

に
、｢

二
、
八
五
〇
円｣

を｢

三
、
一
〇
〇
円｣
に
改
め
、
同
表
十
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
七
の
表
十
六
の
項
中｢

二
、
二
五
〇
円｣

を｢

二
、
六
〇
〇
円｣

に
、｢

一
、
一
五
〇
円｣

を｢

一
、
〇
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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十
五

法
第
九

十
二
条
第
一

項
又
は
第
九

十
五
条
の
二

第
十
一
項
の

規
定
に
よ
る

運
転
免
許
証

の
交
付

運
転
免

許
証
交

付
手
数

料

１

法
第

九
十
二

条
第
一

項
の
規

定
に
よ

る
交
付

ロ

イ
に
掲
げ
る

も
の
以
外
の
も

の
イ

令
第
三
十
三

条
の
六
の
二
第

六
号
に
掲
げ
る

や
む
を
得
な
い

理
由
の
た
め
免

許
証
等
の
更
新

を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ

た
者
で
あ
っ
て
、

法
第
九
十
七
条

の
二
第
一
項
第

三
号
に
該
当
し

て
同
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け

た
も
の(

以
下

こ
の
表
に
お
い

て｢

特
定
試
験

免
除
者｣

と
い

う
。)

に
対
す

る
交
付
に
係
る

も
の

一
通
に

つ
き

一
通
に

つ
き

二
、
三
五
〇
円(

複

数
免
許
取
得
者
に
対

す
る
交
付
に
あ
っ
て

二
、
一
〇
〇
円(

日

を
同
じ
く
し
て
第
一

種
運
転
免
許
又
は
第

二
種
運
転
免
許
の
う

ち
二
以
上
の
種
類
の

免
許
を
受
け
る
者

(

以
下
こ
の
表
に
お

い
て｢

複
数
免
許
取

得
者｣

と
い
う
。)

に
対
す
る
交
付
に
あ
っ

て
は
、
一
、
九
〇
〇

円
に
与
え
る
免
許
一

種
類
ご
と
に
二
〇
〇

円
を
加
え
た
額)
。

た
だ
し
、
仮
運
転
免

許
に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
一
、
一
〇
〇

円

十
六
の
二

法

第
九
十
五
条

の
二
第
三
項

の
規
定
に
よ

る
特
定
免
許

情
報
の
記
録

特
定
免

許
情
報

記
録
手

数
料

３

法
第
九
十
五
条
の
二
第
六

項
の
規
定
に
よ
る
申
出
及
び

更
新
時
不
交
付
申
出
の
い
ず

れ
を
も
し
な
い
場
合

２

法
第
百
一
条
の
四
の
二
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出(

以

下
こ
の
表
に
お
い
て｢

更
新

時
不
交
付
申
出｣

と
い
う
。)

を
す
る
場
合

１

法
第

九
十
五

条
の
二

第
六
項

の
規
定

に
よ
る

申
出
を

す
る
場

合
２

法
第
九
十
五
条
の
二
第
十

一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付

ロ

イ
に
掲
げ
る

も
の
以
外
の
も

の
イ

特
定
試
験
免

除
者
に
対
す
る

記
録
に
係
る
も

の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
通
に

つ
き

一
、
五
〇
〇
円
。
た

だ
し
、
法
第
九
十
二

条
第
一
項
、
第
九
十

五
条
の
二
第
十
一
項

八
〇
〇

一
、
五
五
〇
円(

複

数
免
許
取
得
者
に
対

す
る
記
録
に
あ
っ
て

は
、
一
、
三
五
〇
円

に
与
え
る
免
許
一
種

類
ご
と
に
二
〇
〇
円

を
加
え
た
額)

一
、
三
五
〇
円(

複

数
免
許
取
得
者
に
対

す
る
記
録
に
あ
っ
て

は
、
一
、
一
五
〇
円

に
与
え
る
免
許
一
種

類
ご
と
に
二
〇
〇
円

を
加
え
た
額)

二
、
五
五
〇

は
、
二
、
一
五
〇
円

に
与
え
る
免
許
一
種

類
ご
と
に
二
〇
〇
円

を
加
え
た
額)

。
た

だ
し
、
仮
運
転
免
許

に
係
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
一
、
一
〇
〇

円



別
表
第
一
七
の
表
十
八
の
項
中｢

一
、
四
五
〇
円｣

を｢

一
、
四
〇
〇
円｣

に
、｢

一
、
二
〇
〇
円｣

を｢

一
、
一
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
十
八
の
二
の
項
中｢

三
、
五
五
〇｣

を｢

三
、
六
五
〇｣

に
改

め
、
同
表
二
十
の
項
第
一
号
中｢

二
三
、
四
〇
〇
円｣

を｢

二
三
、
七
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
項
第
二

号
中｢

一
九
、
五
〇
〇
円｣

を｢

一
九
、
八
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

一
四
、
七
〇
〇
円｣

を｢

一
四
、
四
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

二
一
、
五
〇
〇
円｣

を｢

二
二
、
二
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
二
十
二
の
項
第
一
号
中｢

一
四
、
五
五
〇
円｣

を｢

一
五
、
一
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同

項
第
二
号
中｢

一
一
、
八
五
〇
円｣

を｢

一
二
、
〇
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

九
、
六
五

〇
円｣

を｢

九
、
九
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

一
二
、
四
五
〇
円｣

を｢

一
二
、
八
五
〇

円｣

に
改
め
、
同
表
二
十
三
の
項
第
一
号
中｢

一
、
九
〇
〇
円｣

を｢

二
、
〇
五
〇
円｣

に
、｢

四
、

四
〇
〇
円｣

を｢

五
、
〇
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

一
、
七
五
〇
円｣

を｢

一
、
九
五
〇

円｣

に
、｢

二
、
五
五
〇
円｣

を｢

二
、
七
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

一
、
六
五
〇
円｣

を

｢

一
、
八
〇
〇
円｣

に
、｢

三
、
一
〇
〇
円｣

を

｢

三
、
五
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

｢

一
、
〇
〇
〇｣

を｢

一
、
一
〇
〇｣

に
改
め
、
同
表
二
十
四
の
項
及
び
二
十
五
の
項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

( ) 令和６年12月24日 岐 阜 県 公 報 号 外 �53

十
六
の
三

法

第
九
十
五
条

の
三
の
規
定

に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用

す
る
法
第
九

十
二
条
第
二

項
の
規
定
又

は
法
第
百
六

条
の
四
第
二

項
の
規
定
に

よ
る
免
許
情

報
記
録
の
書

換
え

免
許
情

報
記
録

書
換
手

数
料

２

１
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の

も
の

１

免
許
証(
仮
運
転
免
許
に

係
る
も
の
を
除
く
。)
及
び

法
第
九
十
五
条
の
二
第
四
項

に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
有
す
る

者
に
対
す
る
書
換
え
に
係
る

も
の

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
、
五
五
〇
円(

複

数
免
許
取
得
者
に
対

す
る
書
換
え
に
あ
っ

て
は
、
一
、
三
五
〇

円
に
与
え
る
免
許
一

種
類
ご
と
に
二
〇
〇

円
を
加
え
た
額) 一

〇
〇

若
し
く
は
第
百
一
条

の
四
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
免
許
証

(

仮
運
転
免
許
に
係

る
も
の
を
除
く
。)

の
交
付
又
は
法
第
九

十
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
免
許
証

(

仮
運
転
免
許
に
係

る
も
の
を
除
く
。)

の
再
交
付
と
同
時
に

記
録
を
受
け
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
一
〇

〇
円

二
十
四

法
第

百
一
条
第
一

項
又
は
第
百

一
条
の
二
第

一
項
に
規
定

す
る
運
転
免

許
証
等
の
更

新

運
転
免

許
証
等

更
新
手

数
料

２

免
許

情
報
記

録
の
有

効
期
間

の
更
新

(

同
時

１

免
許

証
の
有

効
期
間

の
更
新

(

同
時

に
免
許

情
報
記

録
の
有

効
期
間

の
更
新

を
受
け

る
場
合

を
除
く
。)

イ

経
由
申
請
を

す
る
場
合
で
あ
っ

て
、
法
第
百
一

条
の
二
の
二
第

三
項
の
規
定
に

よ
る
申
出(

以

ハ

経
由
申
請
及

び
更
新
時
不
交

付
申
出
の
い
ず

れ
を
も
し
な
い

場
合

ロ

更
新
時
不
交

付
申
出
を
す
る

場
合(

経
由
申

請
を
す
る
場
合

を
除
く
。)

イ

法
第
百
一
条

の
二
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ

る
経
由
地
公
安

委
員
会
を
経
由

し
て
行
う
更
新

申
請
書
の
提
出

(

以
下
こ
の
表

に
お
い
て｢

経

由
申
請｣

と
い

う
。)

を
す
る

場
合

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
、
〇
〇
〇

二
、
八
五
〇

一
、
三
〇
〇

二
、
七
五
〇



別
表
第
一
七
の
表
二
十
六
の
項
中｢

第
百
四
条
の
四
第
六
項(

法
第
百
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る｣

を｢

第
百
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る｣

に
、｢

一
、
一
〇

〇｣

を｢

一
、
一
五
〇｣

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
七
の
表
二
十
七
の
項
中｢

第
百
四
条
の
四
第
七
項(

法
第
百
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
基
づ
く
道
路
交
通
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
五
年
総
理

府
令
第
六
十
号
。
二
十
九
の
項
に
お
い
て｢

府
令｣

と
い
う
。)

第
三
十
条
の
十
三
第
一
項｣

を｢

第

百
五
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
府
令
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項｣

に
、｢

一
、
一
〇
〇｣

を

｢

一
、
一
五
〇｣

に
改
め
、
同
表
二
十
八
の
項
中｢

二
、
三
五
〇｣

を｢

二
、
二
五
〇｣

に
改
め
、
同

表
二
十
九
の
項
第
一
号
中｢

七
五
〇｣

を｢

八
五
〇｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

二
、
三
五
〇｣

を

｢

二
、
四
〇
〇｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
イ
中｢

四
、
四
五
〇｣

を｢

四
、
六
五
〇｣

に
改
め
、
同
号

ロ
中｢

三
、
五
〇
〇｣

を｢

三
、
八
〇
〇｣

に
改
め
、
同
号
ハ
中｢

二
、
八
〇
〇｣

を｢

三
、
〇
五
〇｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
イ
中｢

四
、
一
五
〇｣

を｢

四
、
三
〇
〇｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

四
、
〇
〇

〇｣

を｢

四
、
二
〇
〇｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中｢

一
、
五
〇
〇｣

を｢

一
、
七
五
〇｣

に
改
め
、

同
項
第
七
号
中｢

三
、
一
〇
〇｣

を｢

三
、
二
〇
〇｣

に
改
め
、
同
項
第
八
号
中｢

一
、
四
〇
〇｣

を

｢

一
、
八
五
〇｣

に
改
め
、
同
項
第
九
号
中｢

七
五
〇｣

を｢

九
〇
〇｣

に
改
め
、
同
項
第
十
号
イ
中

｢

二
、
一
五
〇｣

を｢

二
、
三
〇
〇｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

二
、
〇
五
〇｣

を｢

二
、
一
五
〇｣

に

改
め
、
同
号
ハ
中｢

二
、
七
〇
〇｣

を｢

二
、
八
五
〇｣

に
改
め
、
同
号
ニ
中｢

二
、
五
五
〇｣

を

｢

二
、
七
〇
〇｣
に
改
め
、
同
号
ホ
中｢

二
、
四
五
〇｣

を｢

二
、
五
五
〇｣

に
改
め
、
同
項
第
十
一

号
イ
中｢

第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
表｢

備
考
一
の
２｣

を｢

第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
の
表
備
考

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和６年12月24日 ( )54

二
十
五

法
第

百
一
条
の
二

の
二
第
一
項

に
規
定
す
る

運
転
免
許
証

等
の
更
新
申

請
書
の
経
由

運
転
免

許
証
等

更
新
申

請
書
経

由
手
数

料

２

経
由
地
書
換
申
出
を
し
な

い
場
合

１

経
由
地
書
換
申
出
を
す
る

場
合

３

免
許

証
の
有

効
期
間

の
更
新

及
び
免

許
情
報

記
録
の

有
効
期

間
の
更

新 に
免
許

証
の
有

効
期
間

の
更
新

を
受
け

る
場
合

を
除
く
。)

ハ

経
由
申
請
を

し
な
い
場
合

ロ

経
由
申
請
を

す
る
場
合
で
あ
っ

て
、
経
由
地
書

換
申
出
を
し
な

い
と
き

イ

経
由
申
請
を

す
る
場
合
で
あ
っ

て
、
経
由
地
書

換
申
出
を
す
る

と
き

ハ

経
由
申
請
を

し
な
い
場
合

ロ

経
由
申
請
を

す
る
場
合
で
あ
っ

て
、
経
由
地
書

換
申
出
を
し
な

い
と
き

下
こ
の
表
に
お

い
て｢

経
由
地

書
換
申
出｣

と

い
う
。)

を
す

る
と
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

一
件
に

つ
き

七
五
〇

一
、
七
〇
〇

二
、
九
五
〇

二
、
八
五
〇

二
、
五
〇
〇

二
、
一
〇
〇

一
、
九
五
〇

二
十
六
の
二

法
第
百
五
条

の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ

る
運
転
経
歴

情
報
の
記
録

運
転
経

歴
情
報

記
録
手

数
料

一
件
に

つ
き

九
〇
〇
円
。
た
だ
し
、

法
第
百
五
条
の
二
第

二
項
の
規
定
に
よ
る

運
転
経
歴
証
明
書
の

交
付
又
は
同
条
第
五

項
の
規
定
に
基
づ
く

道
路
交
通
法
施
行
規

則(

昭
和
三
十
五
年

総
理
府
令
第
六
十
号
。

以
下
こ
の
表
に
お
い

て｢

府
令｣

と
い
う
。)

第
三
十
条
の
十
一
第

一
項
に
規
定
す
る
運

転
経
歴
証
明
書
の
再

交
付
と
同
時
に
記
録

を
受
け
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
一
〇
〇
円



｢

｢

一
の
ロ｣

に

を

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

第
九
十

｣

｣

｢

二
条
の
二
第
一
項
の
表
備
考
一
の
３｣

を

｢

第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
の
表
備
考
一
の
ハ｣

に
、

｢を

に
改
め
、
同
号
ハ
中｢
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項

｣
｣

の
表
備
考
一
の
４｣

を｢

第
九
十
五
条
の
六
第
一
項
の
表
備
考
一
の
ニ｣

に
、｢

第
三
十
八
条
第
十
一

項
本
文｣

を｢

第
三
十
八
条
第
十
一
項
第
一
号
本
文｣

に
、｢

一
、
三
五
〇｣

を｢

一
、
四
〇
〇｣
に
、

｢
｢

を

に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
イ
中｢

六
、
四
五

｣
｣

〇｣

を｢

六
、
六
〇
〇｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

二
、
九
〇
〇｣

を｢

二
、
九
五
〇｣

に
改
め
、
同
項

第
十
三
号
イ
中

｢

九
、
〇
五
〇｣

を

｢

九
、
三
五
〇｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中

｢

一
二
、
五
〇
〇｣

を

｢

一
二
、
九
〇
〇｣

に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中｢

二
、
二
五
〇｣

を｢

二
、
六
〇
〇｣

に
改
め
、
同

項
第
十
五
号
中｢

又
は
第
十
六
号｣

を
削
り
、｢

二
、
〇
〇
〇｣

を｢

二
、
一
〇
〇｣

に
改
め
、
同
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
七
の
表
三
十
の
項
第
一
号
中｢

六
、
四
五
〇｣

を｢

六
、
六
〇
〇｣

に
改
め
、
同
項
第
二

号
中｢

二
、
九
〇
〇｣

を｢

二
、
九
五
〇｣

に
改
め
、
同
表
三
十
一
の
項
中｢

九
〇
〇｣

を｢

一
、
〇

〇
〇｣

に
改
め
、
同
表
附
表
第
一
一
の
項
中｢

四
、
〇
〇
〇
円｣

を｢

三
、
八
〇
〇
円｣

に
、｢

三
、

五
五
〇
円｣

を｢

三
、
六
五
〇
円｣

に
、｢

一
、
二
五
〇
円｣

を｢

一
、
二
〇
〇
円｣

に
、｢

四
、
二
五

〇
円｣

を｢

四
、
四
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
二
の
項
中｢

六
、
七
〇
〇
円｣

を｢

六
、
三
五
〇
円｣

に
、｢

六
、
一
〇
〇
円｣

を｢

六
、
二
五
〇
円｣

に
、｢

二
、
一
〇
〇
円｣

を｢

一
、
九
〇
〇
円｣

に
、

｢

七
、
四
〇
〇
円｣

を｢

七
、
七
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
五
の
項
中｢

二
、
三
五
〇
円｣

を｢

二
、

六
〇
〇
円｣

に
、｢

一
、
九
〇
〇
円｣

を｢

一
、
八
五
〇
円｣

に
、｢

二
、
六
五
〇
円｣

を｢

二
、
五
五

〇
円｣

に
改
め
、
同
表
六
の
項
中｢

二
、
〇
五
〇
円｣

を｢

二
、
〇
〇
〇
円｣

に
、｢

二
、
五
五
〇
円｣

を

｢

二
、
四
〇
〇
円｣

に
、｢

三
、
七
〇
〇
円｣

を

｢

三
、
七
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
七
の
項
中

｢

二
、
五
五
〇
円｣

を

｢

二
、
六
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
一
号
中

｢

二
、
三
五
〇
円｣

を

｢

二
、
九
五
〇
円｣

に
、｢

一
、
一
〇
〇
円｣

を

｢

一
、
三
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
二
号
中

｢

五
〇
〇
円｣

を｢

五
五
〇
円｣

に
、｢

三
〇
〇
円｣

を｢

三
五
〇
円｣

に
改
め
、
別
表
第
一
七
の
表
附

表
第
二
一
の
項
中｢

四
、
〇
〇
〇
円｣

を｢

三
、
八
〇
〇
円｣

に
、｢

三
、
五
五
〇
円｣

を｢

三
、
六

五
〇
円｣

に
、｢

一
、
二
五
〇
円｣

を｢

一
、
二
〇
〇
円｣

に
、｢

四
、
二
五
〇
円｣

を｢

四
、
四
五
〇

円｣

に
改
め
、
同
表
二
の
項
中｢

二
、
〇
五
〇
円｣

を｢

二
、
一
〇
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
四
の
項
及

び
五
の
項
中｢

一
、
三
〇
〇
円｣

を｢

一
、
三
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
六
の
項
中｢

一
、
五
〇
〇
円｣

を｢

一
、
五
五
〇
円｣

に
改
め
、
同
表
七
の
項
中｢

二
、
五
五
〇
円｣

を｢

二
、
六
〇
〇
円｣

に
改
め
、

同
表
備
考
第
一
号
中｢

二
、
四
〇
〇
円｣

を｢

三
、
〇
〇
〇
円｣

に
、｢

九
〇
〇
円｣

を｢

九
五
〇
円｣

に
、｢

一
、
一
〇
〇
円｣

を｢

一
、
三
五
〇
円｣

に
、｢

二
、
八
五
〇
円｣

を｢

二
、
九
五
〇
円｣

に
改

め
、
同
表
備
考
第
二
号
中｢

、
準
中
型
自
動
車
免
許
、
普
通
自
動
車
免
許
又
は
特
定
第
一
種
運
転
免
許

に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
五
〇
円｣

を｢

又
は
準
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
二

〇
〇
円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
一
五
〇
円
を
、
特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係

る
も
の
に
あ
っ
て
は
五
〇
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和６年12月24日 岐 阜 県 公 報 号 外 �55

八
〇
〇八

〇
〇

五
〇
〇

八
〇
〇
円
。
た
だ
し
、

オ
ン
ラ
イ
ン
講
習
に
あ
っ

て
は
、
二
〇
〇
円

八
〇
〇
円
。
た
だ
し
、

オ
ン
ラ
イ
ン
講
習
に
あ
っ

て
は
、
二
〇
〇
円

五
〇
〇
円
。
た
だ
し
、

岐
阜
県
公
安
委
員
会
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算

機(

入
出
力
装
置
を
含

む
。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
同
じ
。)

と
講
習

を
受
け
る
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
を

電
気
通
信
回
線
で
接
続

し
た
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
に

よ
る
講
習(

以
下
こ
の

表
に
お
い
て｢

オ
ン
ラ

イ
ン
講
習｣

と
い
う
。)

に
あ
っ
て
は
、
二
〇
〇

円

16

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
講
習

一
時
間
に
つ
き

二
、
〇
五
〇
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